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山
生

介
護
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○
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○
告生解特美 毎

第 号

平
成
十
八
年
一
月
十
日

告

口
県
告
示
第
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関

有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

金
業
者
の
業
務
の
停
止
（
経
営
金
融

地
改
良
事
業
施
行
協
議
に
係
る
決
定

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

営
農
地
再
編
整
備
事
業
（
豊
北
地
区

営
吉
見
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
第
二

目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

除
予
定
保
安
林
（
下
関
市
）
（
森
林

定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
指
名
競

祢
下
村
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

示

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
砂
防
課
）
…

し
ゅ
ん
功
の
認
可
（
港
湾
課
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…
…
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…
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…
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…
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換
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換
地
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農
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整
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区
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換
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計
画
書
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縦
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（
農
村

関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
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…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
道
路
建

の
認
可
（
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…事

二

井

関
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一
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し
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平 成 年
月 日

（火曜日）

医
療
法
人
太
白
会

宇
部
市
大

波
四
三
二

山
口
県
告
示
第
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
十
八
年
一
月
十
日

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

会

豊
井
一
三
六

の
一
六

広
吉
自
動
車
有

限
会
社

〃

大
字

武
中
一
一
八

医
療
法
人
健
仁

会

山
陽
小
野
田

日
の
出
三
丁

七
番
二
号

社
会
福
祉
法
人

暁
会

下
関
市
大
字

野
六
四
の
一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

医
療
法
人
晟
雅

下
松
市
大
字

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

医
療
法
人
健
仁

会

山
陽
小
野
田

日
の
出
三
丁

七
番
二
号

社
会
福
祉
法
人

博
愛
会

防
府
市
大
字

道
一
六
五
五

字
東
岐

二
の
一

医
療
法
人
太
白
会

シ
ー
サ
イ
ド
病
院

居
宅
介
護
支
援
事

業
所

宇波

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

山
口

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

八

会
と
き
え
だ
歯

科
ク
リ
ニ
ッ
ク

豊
井
一
三

の
一
六

末一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
徳
山

平
和
苑

周
南
市
平

一
丁
目
二

市目

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ひ
だ

ま
り

山
陽
小
野

大
字
山
川

の
一

事
業
所

一
〇
五

小

あ
か
つ
き
ク
リ

ニ
ッ
ク

下
関
市
汐

三
六
番
二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

西

医
療
法
人
晟
雅

下
松
市
大

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

市目

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
あ

さ
紫
苑

山
陽
小
野

大
字
山
川

の
一

台

宇
部
あ
か
り
園

訪
問
入
浴
介
護

宇
部
市
大

岐
波
二
二

一

部
市
大
字
東
岐

四
三
二
二
の
一

平
成
一
七
、

九
、

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

六
八

一
〇
、

和
通

七

通
所
介

護

〃

九
、

田
市
八
六

〃

〃

一
〇
、

入
町

号

訪
問
看

護

〃

七
、

訪
問
リ

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

〃

〃

居
宅
療

養
管
理

指
導

〃

〃

字
西

〃

〃

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地田
市

九
〇

訪
問
介

護

平
成
一
七
、

一
〇
、

字
西
九
の

訪
問
入

浴
介
護

〃

〃

一 、 〃〃〃 〃〃〃 一〃

告

示



平

二

成 年 月 日 火曜日

一

山 口

山
地

よ
り

る
指

入
札

（定期）県 報

一二三

第 号

有
限

山
森

安
林

入
札
参
加
資
格

一
般
国
道
四
九
〇
号
板
橋
た
め
池

工
事
場
所

美
祢
郡
美
東
町
大

工
事
の
概
要

構

鋼
単
純
鈑
桁
形
式
橋
り
ょ
う

口
県
告
示
第
七
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

、
一
般
国
道
四
九
〇
号
板
橋
た
め

名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期

平
成
十
八
年
一
月
十
日

平
成
十
八
年
一
月
十
日

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
大
字
井
田
字
道
祖
峠
八
五

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

会
社
ふ
た
ば

山
陽
小
野
田
市
大

字
厚
狭
一
二
九
の

一

口
県
告
示
第
六
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る

山
口
県
知

橋
（
仮
称
）
橋
り
ょ
う
整
備
工

字
綾
木
字
宝
神
か
ら
同
大
字
字

造

延

長

四
九
・
〇
メ
ー
ト
ル

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

池
橋
（
仮
称
）
橋
り
ょ
う
整
備

要
な
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加

、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お

山
口
県
知

の
二
七

介
護
サ
ー
ビ
ス
ふ

た
ば

山
陽
小

字
厚
狭

一

百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の

予
定
で
あ
る
。

事

二

井

関

成

事
（
上
部
工
）

小
迫
ま
で
の
間

道

路

幅

員

二
〇
・
五
メ
ー
ト
ル

（
車
道
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
）

七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に

工
事
（
上
部
工
）
の
契
約
に
係

資
格
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該

り
定
め
た
。

事

二

井

関

成

野
田
市
大

一
二
九
の

〃

一
〇
、

〃

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

平
成
十
八
年
一
月
十
日

入
札
参
加
資
格
の
審
査

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

美
祢
土
木
事
務
所

美

申
請
書
等
の
提
出
期
間

る
こ
と
。

三

入
札
参
加
資
格
の
審
査

共
同
企
業
体
競
争
入
札

入
札
参
加
資
格
の
審
査

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

総
合
評
定
値
通
知
書

２

建
設
業
法
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
建
設
業
の

と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」

共
同
企
業
体
の
代
表
者

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

等
級
で
あ
る
こ
と
。

か
ら
同
月
十
七
日
ま
で
の
午
前
九

結
果
の
通
知
方
法

通
知
書
の
写
し

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

祢
市
大
嶺
町
東
分
三
四
四
九
番
地

及
び
時
間

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示

請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以

。の
写
し

の
写
し

十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法

許
可
（
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
平
成
十
八
年
一
月
六
日
ま
で
に

条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る

と
い
う
。
）
の
鋼
橋
上
部
工
事
の

以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
鋼
橋

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

の
五

四
の

に
規
定
す
る
共
同
企
業
体

下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に

も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も

数
値
が
千
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

上
部
工
事
の
数
値
が
九
百
以
上
で

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
鋼
構
造
物
工
事
の

二

に 競提 規こ事のあ でる告規



平成

の
一

年 月 日 火曜日

六
か

七山
急

山 口 県

二三四五

（定期）報

山
土

祢
下

一

第 号

四
に

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三

ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

公
告
の
方
法

事
務
所
及
び
美
祢
市
役
所
の
掲
示

口
県
告
示
第
九
号

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に

施
行
地
区

美
祢
市
伊
佐
町
伊
佐
字
下
田
、
字

事
務
所
の
所
在
地

美
祢
市
伊
佐
町
伊
佐
五
六
七
〇
番

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
十
日

事
業
施
行
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
日
か
ら
平
成

口
県
告
示
第
八
号

地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年

村
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
を

平
成
十
八
年
一
月
十
日

土
地
区
画
整
理
組
合
の
名
称

美
祢
下
村
土
地
区
画
整
理
組
合

指
名
競
争
入
札
指
名
通
知
書
又

日
ま
で
に
発
送
す
る
。

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

す
る
こ
と
。

十
一
日
ま
で
（
初
年
度
に
あ
っ

で
）

場
に
掲
示
す
る
。

関
す
る
告
示
（
昭
和
六
十
一
年

宗
石
及
び
字
山
田
の
各
一
部

地二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
四
条

次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

山
口
県
知

は
指
名
競
争
入
札
非
指
名
通
知

、
美
祢
土
木
事
務
所
（
電
話
〇

て
は
、
平
成
十
八
年
一
月
十
日

山
口
県
告
示
第
二
百
十
一
号
）

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
美

事

二

井

関

成

書
を
平
成
十
八
年
一
月
二
十
七

八
三
七

五
二

一
一
〇
五
）

次
の
１
の
地
点
か
ら
６

十
四
年
秋
分
の
満
潮
位
（

と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に

平
成
十
八
年
一
月
十
日

一

埋
立
区
域

位
置

萩
市
大
字
山
田
字
堂
之

地
の
地
先
公
有
水
面

区
域

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
十
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十

市

名

大

字

名

字

岩

国

市

下

大

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

迫

〃

〃

大

平
成
十
八
年
一
月
十
日

下

地
区
に
関
す
る
部
分
二

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

と
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、

・

・

＋
〇
・
八
一
メ
ー
ト
ル

関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可

山
口

久
保
五
二
〇
二
の
九
か
ら
同
大
字

五
五
七
の
二

五
五
一

五
四
六
の
二

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二

名

地

番

谷

五
四
一
の
二

六
四

六
四

五
四
八
の
一

七
一
の
一

谷

五
六
〇
の
一

山
口

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま

れ
た
区
域

三

６
の
地
点
と
７
の
地
点
を
結
ぶ
平

）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

字
玉
江
浦
五
一
五
三
の
一
に
至
る

七
号

八
号

九
号

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

標

柱

番

号

一
号

二
号

三
号

四
号

五
号

六
号

県
知
事

二

井

関

成

め
る
。

で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

成の 土 の 号



平成 年 月 日 火曜日

三四五

山 口

二

（定期）県 報 第 号

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る
市
町
村

萩
市

認
可
を
受
け
た
者

萩
市
大
字
江
向
五
一
〇
番
地

萩
市

萩
市
長

野
村

興
兒

認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
五

面
積

四
、
七
三
六
・
三
九
平
方
メ
ー

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
四
年
十
二
月
十
一
日

指

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
一
七

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
一
六

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら
七
一

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら
五
三

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら
一
七

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら
三
四

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら
三
四

の
地
点

９
の
地
点
か
ら
三
三

境
界
線
、
７
の
地
点
と
８
の
地
点

し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地

ル
）
、
８
の
地
点
か
ら

の
地
点

線
に
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点

萩
市
大
字
江
向
字
江

秒
東
経
一
三
一
度
二
三

五
五
・
三
三
メ
ー
ト
ル

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
一
三

三
度
一
七
分
一
九
秒
一
・
〇
五

二
度
五
二
分
〇
〇
秒
一
・
八
四

一
度
四
二
分
五
八
秒
一
・
一
四

五
度
四
二
分
五
六
秒
一
二
・
〇

ト
ル

令
港
湾
第
七
号
の
四

八
度
四
二
分
四
一
秒
一
四
四
・

二
度
〇
一
分
三
一
秒
八
一
・
一

度
四
五
分
〇
二
秒
七
・
六
八
メ

度
四
二
分
三
八
秒
三
六
・
六
六

五
度
〇
八
分
一
〇
秒
八
九
・
〇

三
度
〇
四
分
四
九
秒
二
八
三
・

二
度
四
二
分
三
八
秒
一
・
三
七

四
度
一
八
分
三
九
秒
二
・
四
八

を
結
ぶ
昭
和
五
十
年
二
月
四
日

と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
１

向
の
八
丁
三
等
三
角
点
（
北
緯

分
五
八
・
〇
七
九
秒
）
か
ら
二

の
地
点

九
度
三
九
分
三
五
秒
二
三
・
四

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

付
け
指
令
港
湾
第
一
〇
二
号
で

・

・

＋
〇
・
九
〇
メ
ー
ト

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ん
だ

三
四
度
二
四
分
一
〇
・
六
四
二

九
四
度
一
七
分
四
三
秒
二
、
一

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

号
及
び
登
録
年
月
日

商

号

又

は

名

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る

第
九
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

平
成
十
八
年
一
月
十
日

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

事
件
、
事
故
等
の
被
害
者

的
支
援
そ
の
他
各
種
支
援
活

り
、
も
っ
て
被
害
者
の
被
害

（
一
一
）
貸
金
業
者
の
業
務
の

二
十
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

平
成
十
八
年
一
月
十
日

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

公

（
一
〇
）
特
定
非
営
利
活
動
法

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

称

ア
ル
コ

法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三

と
お
り
貸
金
業
者
に
対
し
、
そ
の

山
口

六
日

又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
等
の

山
口
市
小
郡
下
郷
一
三
二
九

及
び
そ
の
家
族
等
（
以
下
「
被
害

動
を
行
う
と
と
も
に
、
社
会
全
体

の
回
復
及
び
軽
減
に
資
す
る
こ
と

停
止

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
に
お
い

山
口

一
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
・
ハ

小

容
子

告

人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

十
二
号
）
第
三
十
六
条
第
一
号
及

業
務
の
停
止
を
命
じ
ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
登
録

番
地
一
八

者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
精

の
被
害
者
支
援
意
識
の
高
揚
を

。 て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ー
ト
ラ
イ
ン
や
ま
ぐ
ち

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
十
八
年
二

四

び番 神図 お月

公

告



平成

退

年 月 日 火曜日

三（
一土

改
良

山 口 県

一
阿

二

（定期）報

（
一次

九
十

当
で

項
の

に
供

第 号

三
権

任
し
た
役
員

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備
課

三
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

平
成
十
八
年
一
月
十
日

平
成
十
八
年
一
月
十
日

事
業
の
内
容

市
町
村
名

施
行

東
町

赤
迫
地

縦
覧
の
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
一
日
か
ら
同

二
）
市
町
村
が
行
う
土
地
改
良
事

の
市
町
村
が
行
う
土
地
改
良
事
業

五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項

あ
る
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第

規
定
に
よ
り
、
そ
の
決
定
に
係
る

し
ま
す
。

主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

宇

代

表

者

の

氏

名

許

登

録

番

号

山

登

録

年

月

日

平

処
分
の
内
容

平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年

の
保
全
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

山
口
県
知

及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口
県
知

地
区

事
業

区

た
め
池

月
三
十
日
ま
で

業
の
施
行
の
協
議
に
係
る
決
定

の
施
行
の
協
議
は
、
土
地
改
良

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い

土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条

部
市
中
央
町
一
丁
目
一
〇
番
二

相
峰

口
県
知
事
（

３
）
第
〇
一
二

成
十
五
年
四
月
二
十
八
日

二
月
十
四
日
ま
で
の
間
に
お
け

の
全
部
の
停
止

事

二

井

関

成

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

事

二

井

関

成

の
種
類

の
整
備

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
適

て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

八
号

五
八
号

る
業
務
（
弁
済
の
受
領
及
び
債

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
吉
見
地
区
ほ
場
整
備

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
一
日

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備

と
お
り

（
一
五
）
県
営
吉
見
地
区
ほ
場

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
吉
見
地
区
ほ
場
整
備
事
業

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

平
成
十
八
年
一
月
十
日

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業
の
施

し
た
。平

成
十
八
年
一
月
十
日

一

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四

二

換
地
処
分
の
内
容

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業

土
地
改
良
区
の
名
称

下
関
市
王
喜
土
地
改
良
区

（
一
四
）
国
営
農
地
再
編
整
備

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

山
口

事
業
（
第
二
換
地
区
）
換
地
計
画

か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

課 整
備
事
業
（
第
二
換
地
区
）
換
地

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

の
施
行
に
係
る
第
二
換
地
区
の
換

八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

行
に
係
る
豊
北
地
区
野
地
換
地
区

山
口

日（
豊
北
地
区
野
地
換
地
区
）
換
地

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

山
本

隼
人

下
関

事
業
（
豊
北
地
区
野
地
換
地
区
）

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

五

県
知
事

二

井

関

成

書
の
写
し

計
画
書
の
縦
覧

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す

の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
い

県
知
事

二

井

関

成

計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
換
地
計
画

所

市
松
屋
上
町
二
丁
目
四
番
一
〇
号

の
換
地
処
分

九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

、四。 まの 、



平
成
十

平
成
十
八
年
一
月
十
日
印
刷

発

八
年
一
月
十
日
発
行

発
行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

定
価
一
箇
月

金
二
千
七
百
円
（
送
料
共
）


